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わたしの

見てある記見てある記

18.  5.  1
　

４
月
１
日
か
ら
「
障
害
者
自
立

支
援
法
」
が
ス
タ
ー
ト
し
、
事
業

の
名
称
や
仕
組
み
、
負
担
額
な
ど

が
変
わ
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
、大
き
く
分
類
す
る
と「
自

立
支
援
給
付
」
と
「
地
域
生
活
支

援
事
業
」
の
２
つ
の
事
業
に
分
か

れ
ま
す
。

自

立

支

援

給

付

　
「
自
立
支
援
給
付
」
は
、
介
護
給

付
、
訓
練
等
給
付
、
自
立
支
援
医

療
、
補
装
具
の
４
事
業
か
ら
な
っ

て
い
ま
す
。
補
装
具
を
除
く
３
事

業
は
、
４
月
か
ら
サ
ー
ビ
ス
利
用

額
の
原
則
１
割
の
定
率
負
担
に
な

り
ま
し
た
。
補
装
具
も　

月
か
ら

１０

は
、
原
則
１
割
の
定
率
負
担
に
な

り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
支
援
費
制
度
で
あ
っ

た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
身
体
・
知
的
・

児
童
）
と
精
神
障
害
者
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
事
業
は
、

「
障
害
者
自
立
支
援
法
」の
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
と
な
り
、３
障
害（
身

体
・
知
的
・
精
神
）
共
通
し
た
サ
ー

ビ
ス
体
系
に
移
行
し
ま
す
。

　

こ
れ
ら
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負

担
は
、
従
来
の
「
応
能
負
担
」
か

ら
原
則
１
割
の
「
定
率
負
担
」
に

　

５
月　

日
（
月
）
か
ら
、
現
在

１５

の
上
の
原
・
ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山

の
各
出
張
所
が
、
上
の
原
・
ひ
ば

り
が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所
に
変

わ
り
ま
す
。
ま
た
、
取
り
扱
い
事

務
も
変
わ
り
ま
す
。
設
置
場
所
や

開
設
日
、
開
設
時
間
は
従
来
通
り

で
す
。

　
【
開
設
日
】
月
曜
〜
金
曜
日
（
祝

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

　
【
開
設
時
間
】
午
前
８
時
半
〜
午

後
５
時

　

木
々
が
一
斉
に
芽
吹
き
を

始
め
、
ま
ち
が
新
緑
に
包
ま

れ
る
季
節
を
迎
え
ま
し
た
。

私
は
こ
の
季
節
、
何
と
も
言

え
な
い
充
実
感
を
覚
え
ま
す
。

自
然
の
躍
動
そ
し
て
生
命
感

あ
ふ
れ
る
新
緑
。
こ
の
緑
を

こ
れ
か
ら
も
大
切
に
守
り
育

ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

過
日
、
第
４
回
親
子
農
業

体
験
事
業
が
農
業
経
営
者
ク

ラ
ブ
の
皆
さ
ん
の
主
催
に
よ

り
実
施
さ
れ
、
募
集
を
上
回

る
ご
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
種
植
え

を
慣
れ
な
い
手
つ
き
で
一
生

懸
命
親
子
で
行
う
姿
は
、
ほ

の
ぼ
の
と
し
た
温
か
さ
に
あ

ふ
れ
て
い
ま
し
た
。
６
月
の

収
穫
に
向
け
て
、
芽
か
き
・

追
肥
・
除
草
等
の
農
作
業
を

体
験
し
て
い
た
だ
く
予
定
で

す
。

　

ま
た
、
産
業
振
興
委
員
会

農
産
物
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
発

案
で
、
市
内
産
の
梅
＝
白
加

賀（
し
ら
か
が
）種
を
使
用
し

た
梅
ワ
イ
ン
を
誕
生
さ
せ
る

計
画
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
柳
久
保
小
麦

に
続
く
東
久
留
米
ブ
ラ
ン
ド

で
、
地
域
産
業
振
興
に
結
び

付
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

５
月
下
旬
に
梅
が
収
穫
さ
れ
、

そ
れ
が
３
６
０
０
本
の
ワ
イ

ン
と
し
て
９
月
に
生
ま
れ
変

わ
り
、
販
売
さ
れ
る
予
定
で

す
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
間
、

特
に
農
家
・
市
内
酒
販
組
合
・

ワ
イ
ン
メ
ー
カ
ー
の
ご
理
解

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
手
探

り
の
状
況
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
が
、
柳
久
保
う
ど
ん
・
ま

ん
じ
ゅ
う
・
か
り
ん
と
う
・

パ
ン
に
次
ぐ
チ
ャ
レ
ン
ジ
で

す
。
ご
期
待
を
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

変
更
と
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、

世
帯
の
市
民
税
の
額
に
よ
っ
て
月

額
負
担
上
限
額
は
異
な
り
ま
す
。

利
用
者
負
担
は
、
３
つ
の
障
害
に

共
通
し
た
仕
組
み
に
な
り
ま
す
が
、

サ
ー
ビ
ス
の
種
類
に
よ
っ
て
は
非

課
税
世
帯
の
負
担
が
１
事
業
所
当

た
り
半
額
に
軽
減
さ
れ
た
り
、
３

㌫
の
負
担
に
な
る
制
度
が
設
け

ら
れ
、
低
所
得
の
方
に
配
慮
し
た

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、　

月
か
ら
こ
れ
ら
の
障

１０

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、
新
た
な
認

定
方
法
で
サ
ー
ビ
ス
を
決
定
す
る

仕
組
み
に
変
わ
り
ま
す
の
で
、
対

象
の
方
に
は
障
害
福
祉
課
か
ら
個

別
に
連
絡
し
ま
す
。

　

小
規
模
作
業
所
や
地
域
の
福
祉

作
業
所
な
ど
は
、
今
後
５
年
以
内

に
新
制
度
に
移
行
し
ま
す
。
利
用

施
設
が
新
制
度
に
移
行
す
る
段
階

で
、
変
更
に
つ
い
て
施
設
等
か
ら

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
公
費
負
担
医
療

（
精
神
通
院
医
療
・
更
生
医
療
・
育

成
医
療
）
は
「
自
立
支
援
医
療
」

と
し
て
統
一
さ
れ
ま
し
た
。
自
己

負
担
は
、
原
則
と
し
て
医
療
費
の

１
割
負
担
と
な
り
ま
す
が
、
医
療

の
種
類
、
市
民
税
額
等
に
よ
っ
て

障
害
者
自
立
支
援
法
が
ス
タ
ー
ト

月
額
負
担
上
限
額
が
異
な
り
ま
す
。

地
域
生
活
支
援
事
業

　
「
地
域
生
活
支
援
事
業
」に
は
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
、
日
常

生
活
用
具
、
移
動
支
援
、
地
域
活

動
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
事
業
が
あ

り
、　

月
か
ら
開
始
し
ま
す
。
し

１０

か
し
、
事
業
内
容
の
基
準
な
ど
、

ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
部

分
も
多
い
た
め
、
分
か
り
次
第
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
は
、
障
害
福
祉
課
（
市

役
所
１
階
）、さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン

タ
ー
（
幸
町
三
丁
目
）、
め
る
く
ま

〜
る
（
本
町
二
丁
目
）、
上
の
原
・

ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各
出
張
所

（
５
月　

日
〈
月
〉
か
ら
は
各
連
絡

１５

所
）
窓
口
に
置
い
て
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」に
つ
い

て
の
質
問
、
疑
問
や
苦
情
に
つ
い

て
は
、
最
初
に
同
課
で
受
け
付
け

次
の
事
務
は
、
各
連
絡
所
で
引

き
続
き
取
り
扱
い
ま
す
。

　
（
１
）証
明
書
発
行
事
務　

住
民

票
の
写
し
等
▼
印
鑑
登
録
証
明
書

▼
税
関
係
証
明
書
▼
戸
籍
の
謄
抄

本
、
身
分
証
明
書
等

　
（
２
）
公
金
収
納
事
務　

市
・
都

民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
等
の
払

い
込
み
▼
介
護
保
険
料
の
払
い
込

み
▼
各
種
利
用
料
、
使
用
料
の
払

い
込
み

　
（
３
）そ
の
ほ
か
の
取
り
次
ぎ
事

務　

母
子
手
帳
の
交
付
▼
交
通
災

害
共
済
の
加
入
申
し
込
み
▼
粗
大

ご
み
処
理
券
、
し
尿
処
理
券
の
販

売
な
ど
簡
易
な
取
り
次
ぎ
事
務

次
の
事
務
は
、市
民
課
お
よ
び
保

険
年
金
課（
い
ず
れ
も
市
役
所
１

階
）で
の
み
取
り
扱
い
ま
す

　
（
１
）
転
入
、
転
居
、
転
出
等
の

住
民
異
動
に
関
す
る
届
け
出

　
（
２
）国
民
健
康
保
険
と
国
民
年

金
の
資
格
取
得
、
喪
失
に
関
す
る

届
け
出

　
（
３
）印
鑑
登
録
申
請
の
受
け
付

け
　

畜
犬
登
録
・
廃
止
に
つ
い
て
も

地
域
連
絡
所
で
は
扱
わ
な
く
な
り

ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
民
課
�
４
７
０
・

７
７
２
２
へ
。

下
に
一
層
活
動
を
強
化
し
、
地
域

福
祉
を
推
進
し
よ
う
と
、
民
生
委

員
・
児
童
委
員
の
役
割
に
つ
い
て

の
Ｐ
Ｒ
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
福
祉
総
務
課
庶
務
係

�
４
７
０
・
７
７
４
１
へ
。

　

民
生
委
員
制
度
は
、
大
正
６
年

５
月　

日
に
岡
山
県
で
生
ま
れ
た

１２

「
済
世（
さ
い
せ
い
）顧
問
制
度
」に

端
を
発
し
、
昭
和　

年
に
現
行
制

２３

度
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
記
念

し
て
、
毎
年
５
月　

日
を
「
民
生

１２

委
員
・
児
童
委
員
の
日
」
と
定
め
、

地
域
の
皆
さ
ん
の
理
解
と
協
力
の

５
月　

日
は
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

１２

�
あ
な
た
の
善
意
を
赤
十
字
へ
�

５５５５５５５５５５５５５５
月月月月月月月月月月月月月月
はははははははははははははは

５
月
は「「「「「「「「「「「「「「
赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤
十十十十十十十十十十十十十十
字字字字字字字字字字字字字字
運運運運運運運運運運運運運運
動動動動動動動動動動動動動動
月月月月月月月月月月月月月月
間間間間間間間間間間間間間間
」」」」」」」」」」」」」」でででででででででででででで

「
赤
十
字
運
動
月
間
」で
すすすすすすすすすすすすすすす

　

日
本
赤
十
字
社
で
は
国
際
救
援

活
動
、
災
害
救
護
、
血
液
事
業
、

社
会
福
祉
事
業
を
は
じ
め
と
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
ら
の
事
業
は
皆
さ
ん

の
寄
付
金
等
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
　

年
度
に
東
久
留
米
市
地
区
で

１７
は
、
個
人
の
方
や
自
治
会
を
通
じ

て
２
８
０
万
円
余
り
の
ご
協
力
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

本
年
度
も
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
福
祉
総
務
課
庶
務
係

�
４
７
０
・
７
７
４
１
へ
。

世
界
赤
十
字
デ
ー 

記
念
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

　

東
久
留
米
市
赤
十
字
奉
仕
団
で

は
、
２
０
０
６
年
世
界
赤
十
字

デ
ー
を
記
念
し
て
、
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

　
【
日
時
】
５
月　

日
（
土
）
午
前

１３

　

時
半
〜
午
後
３
時
半

１１
　
【
会
場
】市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ

ば
　
【
内
容
】①
災
害
時
の
非
常
食
炊

き
出
し
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

（
試
食
あ
り
）②
マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー

③
三
角
き
ん
を
使
用
し
た
救
急
法

講
習
④
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ア
カ
デ

ミ
ー
・
イ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
の
生
徒

に
よ
る
合
唱
ま
た
は
フ
ル
ー
ト
演

奏
（
指
導
は
オ
ー
エ
ン
氏
）
⑤
み

ん
な
で
歌
お
う
世
界
の
童
謡
（
指

導
は
井
上
淑
子
氏
）

　

ま
た
、
イ
ベ
ン
ト
に
併
せ
５
月

　

日
（
木
）
〜　

日
（
土
）
午
前

１１

１３

　

時
〜
午
後
６
時
（　

日
は
午
後

１０

１３

４
時
ま
で
）
に
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー

ル
で「
国
際
赤
十
字
活
動
写
真
展
」

を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
来
場
を
。

　

詳
し
く
は
福
祉
総
務
課
庶
務
係

�
４
７
０
・
７
７
４
１
ま
た
は
東

久
留
米
市
赤
十
字
奉
仕
団
・
竹
内

�
４
７
３
・
０
８
４
８
へ
。

ま
す
。

　

な
お
、
認
定
さ
れ
た
障
害
程
度

区
分
や
支
給
決
定
に
つ
い
て
不
服

審
査
申
し
立
て
を
す
る
場
合
は
、

都
の
「
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不

服
審
査
会
」
に
お
申
し
出
く
だ
さ

い
。

　

詳
し
く
は
同
課
福
祉
係
�
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

おおおおおおおおおおおおおお忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘れれれれれれれれれれれれれれななななななななななななななくくくくくくくくくくくくくく！！！！！！！！！！！！！！お忘れなく！
軽自動車税の納期限は
５月３１日です

　バイクや軽自動車等の所有者に課税される

「１８年度軽自動車税」の納期限は、５月３１日（水）

です。納税通知書は５月中旬に発送しますので、

通知書に記載されている金融機関または滝山

（金融機関）・上の原・ひばりが丘の各連絡所で

お納めください。

　【ご注意】身体障害者、精神障害者、常時介
護者で、減免を受けようとする場合は、納期限

前７日までに申請書を課税課市民税係（市役所

２階）へ提出してください。なお、前年度に減

免を受けている方で、軽自動車の使用実態にか

かる報告書を提出された方は、引き続き減免を

受けられます。

　詳しくは同係（内線２３３１・２３３２）へ。
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５５月１月１５５日日（月）（月）からから出張所出張所がが
地域連絡所地域連絡所にに変わります変わります

併せて取り扱い事務が変わります併せて取り扱い事務が変わります


